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○特定悪臭物質を含む気体の事業場の敷地の境界線の地表における規制基準（単位ppm ）

区域の区分 Ａ区域 Ｂ区域 Ｃ区域
特定悪臭物質の種類

アンモニア 1 2 5
メチルメルカプタン 0.002 0.004 0.01

硫化水素 0.02 0.06 0.2
硫化メチル 0.01 0.05 0.2
二硫化メチル 0.009 0.03 0.1
トリメチルアミン 0.005 0.02 0.07
アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.5
プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 0.5
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.08
イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 0.2
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.05
イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.01
イソブタノール 0.9 4 20
酢酸エチル 3 7 20

メチルイソブチルケトン 1 3 6
トルエン 10 30 60
スチレン 0.4 0.8 2
キシレン 1 2 5
プロピオン酸 0.03 0.07 0.2
ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.006
ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004
イソ吉草酸 0.001 0.004 0.01

○特定悪臭物質を含む気体の事業場の煙突その他の気体排出施設の排出口における規制基準
事業場の敷地の境界線の地表における規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則（昭和47 年
総理府令第39 号）第3 条に定める方法により算出して得た流量とする（メチルメルカプタン、
硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノル
マル吉草酸及びイソ吉草酸を除く ）。

○特定悪臭物質を含む排出水の事業場の敷地外における規制基準
事業場の敷地の境界線の地表における規制基準を基礎として悪臭防止法施行規則第4 条に定め
る方法により算出して得た濃度とする（アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プ
ロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアル
デヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トル
エン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除
く 。ただし、メチルメルカプタンについては、この方法により算出した排出水中の濃度の値。）
が1リットルにつき0.002ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、
1リットルにつき0.002ミリグラムとする。

○悪臭防止法第３ 条に基づく規制地域（中核市である郡山市・いわき市を除く）
市町村名 区域の区分 規制地域
福島市 Ａ区域 １ 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中

、 、 、高層住居専用地域 第２種中高層住居専用地域 第１種住居地域
第２種住居地域、準住居地域及び近隣商業地域
２ 桜木町の区域のうち、４番及び１４番から１７番までの区域
３ 堀河町の区域のうち、１番、２番、８番及び９番の区域
東浜町の区域のうち、７番から９番までの区域

Ｂ区域 商業地域（Ａ区域の２に掲げる区域を除く ）及び準工業地域（Ａ。
区域の３に掲げる区域を除く ）。

Ｃ区域 工業地域及び工業専用地域
会津若松市 Ａ区域 １ 第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種

中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居
地域及び近隣商業地域
２ 神指町大字南四合のうち、字深川東、字深川西、字深川、字幕

、 、 （ 。）、内北 字幕内西 字才ノ神 ２２７番から５０５番までに限る
字柳原（５９１番から６８８番までに限る 、字幕内及び字幕内。）
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南（２５６番から６３５番までに限る ）の区域。
柳原町四丁目の区域のうち、５８４番から６９９番までの区域

Ｂ区域 商業地域及び準工業地域
Ｃ区域 工業地域（Ａ区域の２に掲げる区域を除く ）及び工業専用地域。

白河市 Ａ区域 １ 第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種
中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、及び近
隣商業地域
２ 商業地域のうち、高山及び高山西の区域
３ 準工業地域のうち、南堀切（１番２、１番３、１番５から１番
７ まで、１番１０、２番２、２番４ から２番７まで、３番２、

、 、 、 、３番３ ３番６から３番９まで ４番３ ４番５から４番７まで
４番９、６番４、６番６から６番９まで、６番１１、６番１２、
６番１７から６番１９まで、６番２１、６番２２、７番２から７
番６まで、１１番１から１１番３まで、１２番２、２１８番３、
２１８番２０、２１８番２１、２１８番２３、２１８番２４、２
１８番３０、２１８番３１、２１８番３７、２１８番４３から２
１８番５２まで、２１８番５５、２１８番５６、２１８番５８か
ら２１８番６４まで及び２１８番７０に限る ）の区域。
４ 工業地域のうち、高山、高山西、古高山、古池及び中野山の区
域
５ 鬼越の区域のうち、７７番１から７７番４まで、７７番１５、
７７番１６、７８番２から７８番６まで、７８番８、７８番９、
８４番２及び８４番５の区域
東小丸山の区域のうち、９５番１から９５番３までの区域
葉ノ木平、内薄葉、的石前、中山、中山下、中山東及び中山南

の区域
向寺の区域（阿武隈川の河川敷の区域を除く ）。
金勝寺東、鶴巻山、飯沢、飯沢山、六反山、弥次郎窪、薄葉、

外薄葉及び女石の区域（国道４号南側境界線から南へ１００メー
トルの線以南の区域に限る ）。

（ 、金勝寺の区域 阿武隈川の河川敷の区域を除いた区域であって
国道４号南側境界線から南へ１００メートルの線以南の区域に限
る ）。
和尚壇山、真舟及び北堀川端の区域のうち、工業地域を除く区

域
表郷番沢の区域のうち、字上願及び字松上の区域並びに字柳沼

の区域（市道中学校樋ノ口線南側境界線以南の区域に限る ）。
、 、 、 、 、表郷金山の区域のうち 字広畑 字赤沼 字下川原 字下ノ内

字二ツ堂、字藤川原、字菅辻、字竹ノ内、字越堀、字仲町、字井
戸尻及び字瀬戸原の区域
東釜子の区域のうち､字薄久保、字秋山、字大師山、字大仙山、
字陣ヶ平、字川田、字龍ヶ窪、字本町、字日向、字日向前、字矢
越山、字森ノ前、字早稲田、字街道下、字前殿山、字新金堀沢、
字殿田表、字東浦、字九舛地、字三斗蒔、字中田、字北町、字熊
ノ森、字西ノ内、字古峯ノ内、字釜橋、字曲り町、字狐内及び字
枇杷山の区域
東深仁井田の区域

Ｂ区域 １ 商業地域及び準工業地域（Ａ区域の３に掲げる区域を除く ）。
２ 鶴巻山、飯沢、飯沢山、六反山、弥次郎窪、薄葉、外薄葉及び
女石の区域（国道４号両側境界線からそれぞれ外側へ１００メー
トルの線に挟まれた区域に限る ）。
金勝寺東の区域（国道４号南側境界線と同境界線から南へ１０

０メートルの線に挟まれた区域に限る ）。
（ 、金勝寺の区域 阿武隈川の河川敷の区域を除いた区域であって

国道４号両側境界線からそれぞれ外側へ１００メートルの線に挟
まれた区域に限る ）。
田中山及び豊地（上弥次郎及び弥次郎に限る ）の区域（国道４。
号北側境界線と同境界線から北へ１００メートルの線に挟まれた
区域に限る ）。
双石の区域のうち、形見坂の区域（工業地域を除く ）及び新形。
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見坂の区域
、 、 、 、 、 、 、関辺の区域のうち 川前 松並 上谷地 瀬戸 郷渡 新郷渡

中道上、中道下、前林、下林、八幡山、大久保、中田、新道、上
ノ代、地蔵前、池下、東、谷中及び油久保の区域
表郷小松の区域のうち、字横峰、字隠久保、字西町、字後山及

び字滝の平の地区並びに字大岡の区域（市道大岡横峰線南側境界
線以南であって県道高萩久田野停車場線西側境界線以西の区域に
限る ）。
東上野出島の区域のうち、字三ツ池、字大山、字西原、字館山

及び字板倉前の区域
、 、 、 、 、東下野出島の区域のうち 字大久保 字髪内 字牛田 字揚土

字坂本、字石舟、字扇田、字蟹沢、字大明神、字宇井、字阿弥陀
前、字横山及び字宮川の区域
東形見の区域

Ｃ区域 １ 工業地域（Ａ区域の４に掲げる区域を除く ）。
２ 白坂の区域のうち、牛清水（１５番、９６番１、９６番６、９
８番１、９８番３、９８番５、１００番１、１０２番２、１０３
、 、 、 、番１ １０３番３ １０４番１ １０４番３から１０４番５まで

１０５番１、１０５番３及び１０５番６並びに６５番１（１５番
１、１０４番１及び１０４番３から１０４番５までに挟まれた部

。） 。） （ 、 。）分に限る に限る 及び勝多石 １番 ２番及び３番１に限る
の区域
大暮矢見山の区域のうち、４番１、２５番から２７番まで、３

１番２、３１番３、３２番及び３３番３の区域
須賀川市 Ａ区域 １ 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中

高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域及び近隣商
業地域
２ 工業地域のうち、下宿前、境免、崩免、上人坦、中宿及び柳山
（１８７番に限る ）の区域。

Ｂ区域 １ 商業地域及び準工業地域
２ 大字滑川の区域のうち､字西山（９番の２、９番の３、１１番､
１２番の１、１３番、１４番の１から１４番の３まで、１５番､１
６番の１から１６番の３まで､１７番の１から１７番の８まで、１
８番の１ から１８番の１０まで、１９番、２０番の１から２０番
の５まで、２１番､２２番の１、２３番、２４番､２５番の１、２
５番の２、２６番の１､２６番の２、２８番､２９番､３０番の１か
ら３０番の３まで、３１番の１から３１番の４まで､３２番の１、
３２番の５、３２番の７から３２番の１７まで、３２番の１９､３
２番の２０、３２番の２２から３２番の２５まで､３３番の１､３
３番の３、３３番の４､３４ 番の１及び３４番の２に限る ）の区。
域

Ｃ区域 １ 工業地域（Ａ区域の２に掲げる区域を除く ）及び工業専用地域。
２ 五月雨の区域

喜多方市 Ａ区域 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高
層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域､第２
種住居地域及び近隣商業地域

Ｂ区域 商業地域及び準工業地域
Ｃ区域 工業地域及び工業専用地域

相馬市 Ａ区域 第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域､第２種中高
層住居専用地域､第１種住居地域、第２種住居地域及び近隣商業地域

Ｂ区域 商業地域及び準工業地域
Ｃ区域 工業地域及び工業専用地域

二本松市 Ａ区域 第１種低層住居専用地域､第１種中高層住居専用地域､第２種中高
層住居専用地域、第１種住居地域､第２種住居地域及び近隣商業地域

Ｂ区域 １ 商業地域及び準工業地域
２ 杉田三丁目､太平山、槻木、新座、東裏、正法寺町､藤太郎内、

、 、 、中里 原田､高西､不動､八万舘 上竹二丁目､榎戸二丁目､北トロミ
沖一丁目、平石高田一丁目、平石高田二丁目、木の崎、諸越谷、
安達ヶ原一丁目から安達ヶ原三丁目まで、安達ヶ原五丁目、安達

、 、 、 、 、 、 、ヶ原六丁目 三合内 丑子内 島ノ内 大稲場 神明石 竹ノ内
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太子堂､西光内、矢ノ戸、上蓬田、石畑、末広町及び小高内の区域
羽石及び成田日向の区域（第１ 種住居地域及び第２ 種住居地域
をのぞく ）。
下ノ内、下平、赤井沢、平石高田三丁目､平石高田四丁目、鎧摺
石及び高田の区域（工業地域を除く ）。
木藤次郎内の区域（第１ 種住居地域、第２ 種住居地域及び工

業地域を除く｡ ）
Ｃ区域 工業地域

南相馬市 Ａ区域 一 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種
中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居
地域及び近隣商業地域
二 原町区の準工業地域のうち、錦町三丁目、旭町三丁目、旭町四
丁目、二見町二丁目、青葉町一丁目から三丁目まで、橋本町二丁
目、北原（字大塚に限る ）及び牛来（字大塚に限る ）の区域。 。
三 原町区の工業地域のうち、小川町、桜井町一丁目及び青葉町一
丁目の区域

Ｂ区域 一 商業地域及び準工業地域（Ａ区域の二に掲げる区域を除く ）。
二 小高区吉名字西飯渕の区域
三 原町区雫の区域のうち、字権現下の区域
原町区小浜の区域のうち、字間形沢及び字狐沢の区域

Ｃ区域 工業地域（Ａ区域の３に掲げる区域を除く ）及び工業専用地域。
、 、 、伊達市 Ａ区域 一 第一種低層住居専用地域のうち 諏訪野一丁目 諏訪野二丁目

諏訪野三丁目及び梁川町の区域
二 第一種中高層住居専用地域のうち、上台、柳内、篭田、高田、
六角、沢田、馬場口、梁川町及び保原町の区域

、 、 、 、 、 、三 第一種住居地域のうち 長川原 川原町 諏訪前 菅田 新町
姥川、屋敷間、田町、鍛治屋川、下志和田、中志和田、久根妻、
、 、 、 、 、 、 、 、 、南堀 本町 長岡 右城 片町 広前 梨子木町 前川原 原島

舘ノ内、北後、中畑、北畑、岡前、馬場口、鶴田、根岸、高田、
根田、六角、沢田、細谷、沓形、干供田、梁川町及び保原町の区
域
四 第二種住居地域のうち、保原町の区域
五 近隣商業地域のうち、片町、本町、右城、長岡、梁川町及び保
原町の区域

Ｂ区域 一 商業地域
二 準工業地域のうち、根田、細谷、沓形、干供田、鶴巻、扇田、
中道、一本木、原島、岡前、前川原、中畑、右城、広前、宮前、
坂ノ上、鍛治屋川、坂ノ下、姥ヶ懐、姥川、川原町及び梁川町の
区域

Ｃ区域 一 工業地域のうち、沓形、干供田、舘ノ内、根岸、久根妻、中志
和田、姥ヶ懐、坂ノ下、鍛治屋川、坂ノ上、梨子木町、宮前、広
前、前川原、原島、一本木、岡沼、水抜、雪車町、川原田、一本
杉、塚畑、荒町、梁川町及び保原町の区域
二 工業専用地域

本宮市 Ａ区域 第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第１種住
居地域及び近隣商業地域

Ｂ区域 商業地域及び準工業地域
Ｃ区域 工業地域及び工業専用地域

伊達郡 Ａ区域 第１種低層住居専用地域､第１種中高層住居専用地域､第１種住居
桑折町 地域、第２種住居地域及び近隣商業地域

Ｂ区域 準工業地域
Ｃ区域 工業地域

伊達郡 Ａ区域 １ 第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第１種
国見町 住居地域、第２種住居地域及び近隣商業地域

２ 光明寺の区域のうち､字鹿野山、字鹿野、字入､字沼、字沢端、
字土井、字蔵ノ内、字志久、字桜町､字浜井場、字車、字滝ノ下、
字山岸､字沖及び字滝沢の区域
貝田の区域のうち､字寺脇､字切内、字町裏、字町後、字百枚大
、 、 、 、 、 、 、沢 字鍛治 字山ノ神前 字石畑 字日照田 字熊坂 字立久根
字姥神及び字堂ノ上の区域
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高城の区域のうち､字前、字旗鉾、字古屋敷､字下家老及び字原
の区域
大木戸の区域のうち､字海道上及び字六角の区域

Ｂ区域 １ 準工業地域
２ 藤田の区域のうち､字北沖、字鶉町一から字鶉町四まで及び字三
本木一の区域
徳江の区域のうち、字原、字番匠田、字久保田及び字熊野の区

域
大木戸の区域のうち､字遠光原、字遠光原山、字手代田、字熊久
根、字孝徳、字五反田、字正光寺、字大光寺、字久保、字沖田、
字舘、字前､字西原、字中ノ作、字馬捨、字耕ノ内、字大久保、字
段ノ越、字赤穂、字中穂、字高橋、字大橋及び字馬場の区域
石母田の区域のうち、字国見山中、字国見山下、字国見前、字

国見、字笠松、字弁天沢、字薬師堂、字深田、字芳田、字西舘、
字餅田、字築山、字舘ノ内、字荒町､字樋口、字岩窪、字上ノ山、
字四斗蒔、字榎下、字台、字上原、字下原、字芹沢、字駒場、字
唐松、字中ノ内及び字肱曲の区域
内谷の区域のうち、字花舘、字清上、字矢木沢二、字三ツ森、

字東脇、字東、字場佐内、字東前及び字柿木堰の区域
鳥取の区域のうち､字中ノ町、字猿角田、字皀莢沢、字葭原、字
中島、字米田、字高瀬、字高瀬前、字高瀬前道下及び字沢田の区
域

、 、 、 、小坂の区域のうち､字小屋舘一 字小屋舘二 字寺家 字中川原
字宮五郎内、字上前田、字ミツヤ及び字古内の区域
泉田の区域のうち、字三ツ谷、字石渡及び字源女の区域
山崎の区域のうち､字上川前、字中川前、字下川前、字荒沢、字
後柳、字火渡、字西畑、字舘及び字稲荷林の区域

Ｃ区域 工業地域
伊達郡 Ａ区域 第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第１種住
川俣町 居地域、第２種住居地域及び近隣商業地域

Ｂ区域 １ 商業地域、準工業地域及び用途地域以外の都市計画区域
２ 大字羽田、大字秋山及び山木屋の区域

Ｃ区域 工業地域
岩瀬郡 Ａ区域 第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中
鏡石町 高層住居専用地域、第１種住居地域、準住居地域及び近隣商業地域

Ｂ区域 準工業地域
Ｃ区域 工業地域及び工業専用地域

河沼郡 Ａ区域 第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第１種住
会津坂下町 居地域、第２種住居地域及び近隣商業地域

Ｂ区域 商業地域及び準工業地域
Ｃ区域 工業地域

大沼郡 Ａ区域 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高
会津美里町 層住居専用地域、第１種住居地域及び近隣商業地域

Ｂ区域 準工業地域
Ｃ区域 工業地域

西白河郡 Ａ区域 第１種住居地域及び第２種住居地域
西郷村 Ｂ区域 商業地域及び準工業地域

Ｃ区域 工業地域及び工業専用地域
西白河郡 Ａ区域 大字太田川の区域のうち、字小林、字二ツ堂（村道二ツ堂線西側
泉崎村 境界線以西の区域に限る 、字岩崎、字風呂裏、字上丁（東北縦貫。）

自動車道東側境界線以東の区域に限る 、字岩崎前（村道太田川小。）
田川線北側境界線以北の区域に限る ）及び字居平の区域。
大字踏瀬の区域のうち、字踏瀬、字町頭、字池ノ入山（国道４号

東側境界線以東の区域に限る 、字町尻、字東町尻、字四ツ屋前、。）
字新池下、字三ツ屋前、字大山、字後原、字熊野森、字町浦、字長
峰 村道踏瀬長峰松倉線北側境界線以北の区域に限る 字赤沢山 １（ 。） （
番、４番の７、４番の９、４番の２５及び４番の５４に限る 、字。）
火打池（３０ 番に限る ）及び字赤沢（１番の４、１番の１１、１。
番の１２及び１番の１６に限る ）の区域。
大字泉崎の区域のうち、字根岸、字下根岸、字狐山（村道下宿弥
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、栄線北側境界線以北であって村道狐山長峰線東側境界線以東であり
かつ、村道狐山中線西側境界線以西の区域に限る 、字日渡山、字。）
天王山、字次部田（１番及び２番に限る 、字桎内、字一枚橋（村。）
道桎内踏切線北側境界線以北の区域に限る 、字桎内裏山（５番及。）
び３４番の１に限る 、字外ノ入、字寺前（村道新宿大和田線北側。）
境界線以北の区域に限る 、字新宿、字山ヶ入、字雷（県道塙泉崎。）
線北側境界線以北の区域に限る 、字舘、字下宿、字行屋、字古宿。）
（ 。）、 、 、県道塙泉崎線東側境界線以東の区域に限る 字小林 字高屋原

、 、 、 、 、 、 、字寄井前 字寄井 字梅木平 字高屋 字川畑 字証古 字白石山
字横穴下（県道泉崎石川線北側境界線以北の区域に限る 、字下陣。）
場（１番の１から１番の４まで、２番の１、２番の２、２番の５、
２番の１３から２番の１８まで、５番の１及び６番の１に限る 、。）
字上陣場（１４番から１８番まで、２１番、２２番の１及び２３番
の１に限る 、字笹立山（村道笹立山桎内線南側境界線以南の区域。）
に限る 、字八斗蒔、字神田、字富久保、字向宿、字八丸、字谷地。）
久保、字都橋山、字富久保前（１番３８から1番の４０まで及び３５
番の２から３５番の６までに限る 、字小林山（県道塙泉崎線北側。）
境界線以北の区域に限る 、字上長峰（村道踏瀬長峰松倉線北側境。）
界線以北の区域に限る 、字下長峰（村道踏瀬長峰松倉線北側境界。）
線以北の区域に限る 、字愛宕山（村道愛宕山下長峰線北側境界線。）
以北の区域及び村道下宿弥栄線東側境界線以東の区域に限る 、字。）
内屋敷、字前畑、字日向山（村道踏瀬長峰松倉線及び村道日向山南
線北側境界線以北の区域に限る｡ 、字大小踏切、字別所、字休場山）
（村道日渡山鶴番小屋線北側境界線以北の区域に限る 、字十軒前。）
（村道根岸大小踏切線南側境界線以南の区域に限る 、字鶴番小屋。）
（村道日渡山鶴番小屋線北側境界線以北であって村道根岸大小踏切
線南側境界線以南の区域に限る｡ 、字桎内山及び字中ノ内の区域）
大字北平山の区域のうち、字都橋、字高柳、字堂ノ下（村道高柳

堂ノ下線南側境界線以南の区域に限る｡ 、字堂ノ上（県道塙泉崎線）
東側境界線以東の区域に限る｡ 、字道下前、字新田、字太郎峯、字）
新田東山（３８番の３から３８番の１３まで、４６番の１から４６
番の３まで、４６番の５、４６番の７から４６番の１４まで、４７
番の１、４７番の２、４７番の４から４７番の１０まで、４８番の
２、４８番の４から４８ 番の８まで及び４８番の１１から４８番の
１４までに限る 、字滝田下、字寺後、字薬師堂、字庚申山、字古。）
内、字下ノ前、字山寺、字古寺、字越田（村道新田山寺線東側境界
線以東の区域に限る 、字新田原（村道新田矢吹線東側境界線以東。）
の区域に限る 、字中島（村道新田矢吹線東側境界線以東の区域及。）
び村道堂ノ下新田線西側境界線以西の区域に限る 、字竹ノ内、字。）
観音山、字前屋敷、字ネギ内、字前山、字下原（村道桎内如信沢線
南側境界線以南であって村道下町尻下原線東側境界線以東の区域に
限る ）及び字行方地の区域。
大字関和久の区域のうち、字八雲神社、字上町、字雷神山、字愛

宕町、字瀬知房、字瀬知房後、字下原、字漆久保、字富内、字庭渡
神社（村道瀬知房後庭渡神社線北側境界線以北の区域に限る 、字。）
下町、字古寺、字上野舘（村道上野舘中島線南側境界線以南であっ
て村道上野舘中宿線東側境界線以東の区域及び県道塙泉崎線西側境
界線以西の区域に限る 、字烏川（村道上野舘中島線南側境界線以。）
南の区域に限る 、字豊田（村道瀬知房後下城内線南側境界線以南。）
の区域に限る 、字下城内（村道瀬知房後下城内線南側境界線以南。）
の区域に限る 、字豊内（村道下城内新六線西側境界線以西の区域。）
に限る 、字新六、字如信沢（村道上野舘中島線北側境界線以北の。）
区域に限る 、字松ヶ沢（村道石名田松ヶ沢線東側境界線以東の区。）
域に限る｡ 、字景ノ原（村道桎内如信沢線南側境界線以南の区域に）
限る 、字中宿（県道塙泉崎線西側境界線以西の区域及び村道中宿。）
武具田線西側境界線以西の区域に限る 、字明地（村道切立屋中線。）
北側境界線以北であって村道中宿武具田線西側境界線以西の区域に
限る 、字関和神社及び字切立（４５番の１、４６番から４８番ま。）
で、４９番の１、４９番の２及び５０番に限る ）の区域。

Ｂ区域 大字太田川の区域のうち、字原山（村道踏瀬太田川線東側境界線
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以東の区域に限る 、字四ツ屋前、字坂ノ合（村道踏瀬太田川線南。）
側境界線以南の区域に限る 、字二ツ坂（村道踏瀬太田川線南側境。）
界線以南の区域に限る 、字菖蒲沢及び字前谷地の区域。）
大字踏瀬の区域のうち、字池ノ入山（東北縦貫自動車道南側境界

線以南であって国道４ 号西側境界線以西の区域に限る ）及び池ノ。
入の区域
大字泉崎の区域のうち、字中核工業団地、字八ヶ代山、字八ヶ代

（ 、 、 、 。）、６４番の２ ６４番の３ ６５番 １１９番及び１２０番に限る
字上狐山（村道上長峰山狐山線西側境界線以西の区域に限る 、字。）
坊頭窪、字根岸裏山、字山神山、字山崎山、字山崎、字下夏針、字
十八夜、字十八夜山、字大山、字四ツ屋前及び字離山（２番の１、
２番の２、３番の２、３番の５から３番の７まで、４番の１、４番
の３、４番の５、４番の８、５番の２、６番の３、６番の４、２４
番、２５番の１、２５番の４、２５番の６、２６番の２から２６番
の４まで、２７番、２８番の１、３５番から３７番まで、３７番の
、 、 、 、 、３ ３８番 ３９番の１から３９番の３まで ４０番 ４０番の１
４０番の３及び４０番の４に限る ）の区域。
大字関和久の区域のうち、字石名田、字愛敬山、字石名沢山、字

如信沢（村道上野舘中島線南側境界線以南の区域に限る ）及び字松。
ヶ沢（村道石名田松ヶ沢線西側境界線以西の区域に限る ）の区域。

西白河郡 Ａ区域 第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中
矢吹町 高層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域及び近隣商業

地域
Ｂ区域 商業地域及び準工業地域
Ｃ区域 工業地域及び工業専用地域

東白川郡 Ａ地域 大字赤坂中野の区域のうち、字新宿、字道少田、字宿ノ入、字真
鮫川村 坂、字二本田及び字巡ヶ作の区域

大字東野の区域のうち、字広畑、字官代及び字山口の区域
大字富田の区域のうち、字前沼の区域

Ｂ区域 大字赤坂西野の区域のうち、字大塩（５８１番、５８２番、５８
３番の１から５８３番の４まで、５８４番から５８９番まで、６０
０番、６０１番６０３ 番、６０４番及び６１６番から６１９番まで
に限る ）及び字権現渡（１４１番、１４２番、１４３番の１及び１。
４３番の２に限る ）の区域。
大字西山の区域のうち、字鍛冶平の区域
大字赤坂東野の区域のうち、字戸草及び字葉貫の区域
大字富田の区域のうち、字中沢の区域
大字渡瀬の区域のうち、字関口及び字青生野の区域

石川郡 Ａ区域 第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第１種住
石川町 居地域、第２種住居地域及び近隣商業地域

Ｂ区域 商業地域及び準工業地域
Ｃ区域 工業地域

石川郡 Ａ区域 大字川辺の区域のうち、字和尚平及び字舘の区域並びに字宮ノ前
玉川村 の区域（国道１１８号東側境界線以東の区域であって、３０３番地

の４及び３０４番地を除く区域に限る ）。
大字蒜生の区域のうち、字栗木内及び字羽根石の区域
大字小高の区域のうち、字中村前、字向久保、字西屋敷及び字東

耕地の区域並びに字稲荷畷、字中畷、字北畷及び字南畷の区域（国
道１１８号東側境界線以東の区域に限る ）。
大字中の区域のうち、字高畔、字屋敷前、字後及び字向の区域
大字竜崎の区域のうち、字糀屋の区域

Ｂ区域 大字小高の区域のうち、字丑久保及び字池ノ入の区域
大字中の区域のうち、字下谷地、字山ノ根、字天神、字道上、字

後作田、字作田、字前作田及び字入山の区域
大字竜崎の区域のうち 字岡谷地 字蕨岡及び字四斗蒔の区域 村、 、 （
道Ｉ－１０号線南側境界線以南の区域に限る ）。
大字岩法寺の区域のうち、字蕨岡の区域並びに字関根、字湯神前

及び字宮ノ前の区域（村道Ｉ－１０号線南側境界線以南の区域に限
る ）。
大字山小屋の区域のうち、字曲久保及び字二本椚の区域
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大字南須釜の区域のうち、字舘の区域
大字山新田の区域のうち、字河平の区域

Ｃ区域 大字川辺の区域のうち、字宮ノ前（３０３番地の４、３０４番地
の６から１３まで及び３９３番地に限る ）の区域。
大字蒜生の区域のうち、字恵平（１３１番地の２に限る ）の区域。
大字小高の区域のうち、字江平（８８番地の９から８８番の２３

までに限る ）の区域。
石川郡 Ｂ区域 大字下蓬田の区域のうち 字蓬来内 字石ノ川 字空釜の区域 県、 、 、 （
平田村 道矢吹小野線、村道１１３６号線及び村道１０７号線に囲まれた区

域に限る ）。
大字永田字萩ノ作の区域
大字東山字田和ノ内の区域

石川郡 Ａ区域 大字浅川の区域のうち、字荒町、字荒町西裏、字本町、字本町西
浅川町 裏、字大明塚、字背戸谷地、字古語宮、字月斉陣場及び字月斉の区

域
大字東大畑の区域のうち、字裏門、字大名大塚、字新町、字金田

及び字附掛の区域並びに字東大畑の区域（１６５番の１、１６５番
の２及び１６６番並びに国道１１８号西側境界線以西の区域に限
る ）。
大字箕輪の区域のうち、字山敷田及び字坂ノ前の区域並びに字大

代（１番の２、１番の１８から１番の２８まで、１番の３２から１
番の３４まで、１番の４０及び１番の４２から１番の６２までに限
る ）の区域。
大字袖山の区域のうち、字森下（２６８番から２７０番まで、２

８７番、２８８番、２８９番の１、２８９番の２及び２９０番から
２９９番までに限る ）の区域。

Ｂ区域 大字里白石のうち、字荒屋郷、字寺ノ前、字宿裏及び字十石久保
（３番に限る ）の区域並びに字表ノ前の区域（町道里白石木和田塚。
線北側境界線以北であって町道宮ノ前表ノ前線西側境界線以西の区
域に限る ）。
大字染の区域のうち、字地獄谷地の区域（県道泉崎浅川線東側境

界線以東の区域に限る ）大字山白石の区域のうち、字軽米、字スル。
ス淵、字本内、字中田、字梨子ノ草、字木和田塚（４０１番の１に
限る ）及び字滝ノ下（１８７番の１及び１８７番の４に限る ）の。 。
区域
大字小貫の区域

石川郡 Ａ区域 大字竹貫の区域のうち、字千足、字上町、字立町、字水ノ出、字
古殿町 竹貫、字池之内、字横小路及び字古町の区域

大字松川の区域のうち、字桑原、字新桑原及び字横川の区域
Ｂ区域 大字鎌田の区域のうち、字長光地、字発木内、字田中田、字淵ノ

上、字市房内、字鶴巻、字下房、字吉田及び字広沢の区域
大字松川の区域のうち、字大原、字和久及び字八ヶ久保日向の区

域
双葉郡 Ａ区域 １ 中央台一丁目から中央台三丁目までの区域
広野町 ２ 広洋台一丁目及び広洋台二丁目の区域

３ 大字下北迫の区域のうち、字岩沢の区域（国道６ 号東側境界線
。）、 （ ）、以東の区域に限る 字二ツ沼 ５８番から９７番までを除く｡

字大谷地原、字西平山、字東平山、字新町、字二枚橋、字西町、
、 、 、 、 、 、 、字東町 字東原 字上大吹 字下大吹 字代下 字松葉 字腰巻

字前川原、字久保田、字北釜及び字宮田の区域並びに字火の口、
字浜田、字折返及び字苗代替の区域（国道６号東側境界線とＪＲ
常磐線軌道用地西側境界線に挟まれた区域を除く ）。
４ 大字上北迫の区域のうち、字代、字石名坂、字関山、字中平、
字北ノ内前、字堤、字堤山、字荒神（９７番の２７を除く 、字。）

（ 、 、 、堂の原 ７番の６から７番の１１まで ７番の１５ ７番の１６
、 、 、 、 、７番の１８ ７番の３０ ７番の３１ ７番の４２ ７番の４３

７番の４９、７番の５５から７番の５７まで、７番の６０から７
番の７１まで、２０番の１から２０番の８まで、２６番、３５番

、 、 、 、の１から３５番の３まで ３６番の１ ３６番の３ ３６番の４
３７番、３８番の１から３８番の１１まで及び３９番を除く ）及。
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び字二ツ沼（２番の１、２ 番の２、３番、４番、４番の１、４番
の２、５番、８番、１０番、１４番の３から１４番の９まで、１
４番の２７、１４番の３０番、１４ 番の４８、１４番の５０、１
４番の５１、１４番の５５、１４番の５７、１４番の５９及び１
４番の６２から１４番の６５までを除く ）の区域。
５ 大字下浅見川の区域のうち、字築地、字桜田、字柳町、字広長
及び字観音前の区域（国道６号東側境界線ＪＲ常磐線軌道用地西
側境界線に挟まれた区域を除く ）並びに字本町、字松下、字前川。
原、字久保、字川原田、字坊田、字比屋蔭及び字向の区域
６ 大字上浅見川の区域のうち、字高田、字沢目、字寺所及び字大
谷内の区域（国道６号西側境界線と同境界線から西へ２００メー
トルの線に挟まれた区域に限る 、字桜田の区域（国道６号東側。）
境界線とＪＲ 常磐線軌道用地西側境界線に挟まれた区域を除
く 、字切通の区域（浅見川北側境界線以北であって、国道６号。）
東側境界線以東の区域を除く ）並びに字坊田の区域（浅見川北側。
境界線以北の区域を除く ）。
７ 大字折木の区域のうち、字大平、字高萩、字六反田、字田中、
字正木内、字台山、字浜及び字小浜沢の区域並びに字関の上の区
域（国道６号東側境界線以東の区域に限る ）。
８ 大字夕筋の区域のうち、字堂後内、字北前、字安楽、字本沢及
び字永沢の区域並びに字楢葉作の区域（国道６号東側境界線以東
の区域に限る ）。

Ｂ区域 大字下北迫の区域のうち、字火の口、字浜田、字折返及び字苗代
替の区域（Ａ地区の３に掲げる区域を除く ）。
大字下浅見川の区域のうち、字築地、字柳町、字広長、字桜田及

び字観音前の区域（Ａ地区の５に掲げる区域を除く｡）
大字上浅見川の区域のうち 字高田 字沢目及び字桜田の区域 国、 、 （
道６号東側境界線とＪＲ常磐線軌道用地西側境界線に挟まれた区域
に限る ）並びに字切通及び字坊田の区域（Ａ区域の６に掲げる区域。
を除く｡ ）

Ｃ区域 大字下北迫の区域のうち、字岩沢及び字二ツ沼の区域（Ａ区域の
３に掲げる区域を除く ）。
大字上北迫の区域のうち、字岩沢の区域並びに字堂の原、字二ツ

沼及び字荒神の区域（Ａ区域の４に掲げる区域を除く ）。
双葉郡 Ａ区域 第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高
富岡町 層住居専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域及び近隣商業地

域
Ｂ区域 １ 商業地域及び準工業地域

２ 小浜の区域のうち、ＪＲ常磐線軌道用地南側境界線以南であっ
て国道６号東側境界線以東の区域
字王塚の区域のうち、ＪＲ常磐線軌道用地南側境界線以南であ

って国道６号東側境界線以東の区域
Ｃ区域 工業地域

双葉郡 Ａ区域 第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第１種住
双葉町 居地域、第２種住居地域及び近隣商業地域

Ｂ区域 １ 商業地域及び準工業地域
２ 大字細谷の区域のうち、字陳場沢、字大森、字陳場下、字熊ノ
沢及び字森の内の区域（東京電力株式会社福島第１原子力発電所
の区域を除く ）。
大字寺沢の区域のうち、字大久保の区域を除く区域
大字松倉の区域

Ｃ区域 工業専用地域
双葉郡 Ａ区域 第１種低層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第１種住
浪江町 居地域及び近隣商業地域

Ｂ区域 商業地域及び準工業地域
Ｃ区域 工業地域及び工業専用地域


